










要    約:

 山梨県では、三歳児健康診査や母子の学級活動等、住民に身近な基本的サービスは市町

村が主体となった実施体制か推進されてきた。特に、三歳児健康診査は、昭和 48 年から

市町村に委託し、平成 8 年度は、64 市町村中 61 市町村が受託実施している状況にあり妊

婦から乳幼児までの一貫した母子保健の健康管理体制が定着している。

  こうした中で、平成 9年度からの母子保健事業においては、比較的スムースに市町村へ

の移譲が行われると思われるため、市町村での効果的な事業実施に向けた体制整備の一貫

として保健所にどのような機能が必要であるか等、本県における対策について平成 6年か

ら検討を進めてきた。

(平成 6年度)

・市町村母子保健事業を効果的に推進するための体制整備の一貫として、保健所にどのよ

うな機能を整備すべきかを検討し、次の(1)～(3)を事業化した。

　(1)障害や慢性疾患をもつ子供等の専門的総合的相談

　(2)母子保健関係者による連絡会議と研修

　(3)情報提供サービス

(平成 7年度)

・移譲後の市町村事業の予定を調査するとともに、これに伴う課題についてを検討。この

調査により、基本的な母子保健事業は、既に市町村実施が定着していることが確認された。

課題としては、次の(1)～(4)があげられた。

　(1)基盤整備(マンパワーの確保、活動拠点、事務処理、予算  等)

　(2)事後フォローシステムの確立

　(3)市町村母子保健計画と情報管理

　(4)保健所機能の整備強化  等

 上記 2 か年の検討結果を踏まえ、今年度は、本県の母子保健事業の効率的実施に向けて

の体制整備について検討を行った。


